
千歳平小学校

いじめ防止プログラム
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はじめに
いじめは，「どの子どもにも起こりうるし，どの子どもも被害者にも加害者にもなり得る」もの

であり，「子どもの教育を受ける権利を侵害し，将来の人格形成への大きな影響を与える」のみな

らず，「かけがえのない生命に重大な危険を生じさせる恐れがある」という強い認識を全職員が共

有し，「夢や希望をもって努力し共に生きる子ども」を育てるため，千歳平小学校いじめ防止基本

方針を策定する。

１ いじめの定義と基本的な考え方

（１）いじめの定義

いじめとは本校に在籍している児童に対して，本校に在籍している等の一定の人間関係

にある他の児童が行う心理的または物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて

行われるものを含む）であって，いじめを受けた児童が心身の苦痛を感じているものを指

す。（「いじめ防止対策推進法」第２条を参照して）

＊けんかであっても「いじめ」として情報共有する

※いじめに当たるか否かの判断は，表面的・形式的に行うことなく，いじめられた児童の立場に

立って行うものとする。「いじめられた児童の立場に立って」とは，いじめられたとする児童

の気持ちを重視することである。 また，起こった場所は，学校の内外を問わないものとする。

（注1）「一定の人間関係にある他の者」とは，学校の内外を問わず，例えば，同じ学校・学級や部

活動の仲間，当該児童がかかわっている仲間や集団（グループ）など，当該児童と何らかの

人間関係のある者を指す。親や教師も含まれる。

（注2）「攻撃」とは，「仲間はずれ」や「集団による無視」など直接的にかかわるものではないが，

「言葉による攻撃や中傷，揶揄」など心理的な圧迫などで相手に苦痛を与えるものも含む。

（注3）「物理的な攻撃」とは，身体的な攻撃のほか，金品をたかられたり，隠されたりすることな

ども含む。

（２）いじめ防止に関する法律・各種方針等

・「いじめ防止対策推進法」

・「義務教育の段階における普通教育に相当する教育に機会の確保等に関する法律」

・「いじめの防止等のための基本的な方針」（文部科学省）

・「青森県いじめ防止基本的針」（青森県）

（３）いじめ防止に関する基本的な考え方

いじめは，いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し，心身の健全な成長及び

人格の形成に重大な影響を与えるのみならず，その生命又は身体に重大な危険を生じさせるお

それがあるとの認識に立ち，いじめは絶対に許されるものではないという毅然とした態度を全

校に浸透させる必要がある。自らの学校にもいじめは存在するという問題意識をもち，学校と

家庭地域の関係機関との連携を密にし，全校あげていじめの防止に取り組む。

そのために，教育相談体制の充実を図り，日頃からの望ましい信頼関係を基盤とし，学級経

営に努め，全校をあげての正義や思いやりの心の育成，学校不適応の解消を目指す。

①子どもを大事にする学校

学校生活の全てにおいて，深く温かく豊かに子どもを理解するように努める。子どもの
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ちょっとしたつぶやき，表情に見られる一瞬の陰りをも見逃さない目と耳と心をもち，学

校生活のあらゆる場面で，子どもを大事にすることの意味を吟味しながら，子どもが楽し

く安心して過ごせる環境づくりに全力を傾ける。

②内外に開かれた学校

学級・学年を開き，どんな些細な情報も共有し，教師相互の助言や情報交換を大事にし

ながら全職員がチームとして対応することに努める。

また，共に育てるという視点に立ち，地域や保護者の教育力を積極的に活用するために

必要な情報の提供と共有に努める。

２ いじめ防止に向けた基本姿勢

（１）いじめを許さない，見過ごさない学校，学級づくり

・子どもとのコミュニケーションを大切にした深く温かい児童理解に努め，信頼関係を築き

ながら開かれた学校，学級づくりをする。

・人権侵害を見抜く目や子どもが発しているサインを見逃さない鋭い人権意識をもち，揺る

ぎない善悪判断の基準，確固たる規範のもと，正義が行き渡る自浄力のある学級づくりを

する。

・子どもの悩みごとはいつでも聞く姿勢を示し，些細なことでも気軽に話すことができ，受

け止められる環境づくりをする。

・はやし立てたり傍観したりする行為もいじめ同様に許されない行為であるという指導を徹

底する。

（２）思いやりの心を育てる教育活動の推進

・道徳教育の充実を図りながら思いやりの心，自分や他の生命，人権を大切にする心や態度を

育成する。

・一人一人のよさや持ち味を生かしながら児童主体の行事や活動の充実を図り，自己有用感や

自主性を育てる。

・あいさつなどの基本的生活習慣を確立し，望ましい規範意識と実践的態度を身に付けさせ

る。

（３）わかる・できる・楽しい授業づくり

・言語環境を整え，言語活動や体験活動を重視しながら，子どもの活躍の場を保障する。

・学び合う中で認め合い，支え合う授業づくりをする。

・生徒指導の視点に立ち，授業の中での声がけや励ましなどにより，学ぶ意欲を引き出し，成

就感や満足感が得られる授業づくりをする。

・子どもの側に立った教材研究を深め，ＴＴや個別指導の充実を図りながら，わかる・できる

楽しい授業づくりをする。

・学習規律は確かな学力を育てるための学習技能の１つであるととらえ，その確立に努める。

（４）情報の整理と確かな共有

・常にアンテナを高く張り，日常の観察，連絡帳，アンケート調査等を活用しながら情報の収

集と整理に努めるとともに，全職員での情報共有に努める。

・いじめ問題の解決には保護者の協力，家庭の教育力も必要不可欠である。日常の細やかな連

絡や情報交換を行いながら連携した対応，指導に努めるとともに，事実確認により判明した

いじめ事案に関する情報を適切に提供する。
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３ いじめ防止に向けた校内体制について

（１）いじめ防止対策委員会

千歳平小学校いじめ防止対策委員会

【組織】◎生徒指導主任，教務主任，研修主任，教育相談担当，道徳教育担当

●いじめを許さない学校・学級づくりの推進
開かれた学級づくり，正義が行き渡る学級づくり，何でも話せる環境づくり等

未
然 ●思いやりの心を育てる教育活動の推進
防 道徳教育の充実， 自己有用感や自主性を育てる教育活動の推進，
止 ありがとうの木等
・
早 ●「わかる・できる・楽しい授業」づくりの推進
期 言語環境の整備，体験活動の重視，学習規律の徹底，学び合いの工夫等
発
見 ●研修の充実（人権意識向上，情報モラル，児童・保護者への理解啓発活動）

●情報の収集・整理と共有（常にアンテナを高く）
日常の観察，日記，連絡帳の活用，アンケートや教育相談，保護者面談の実施，

※けんかやトラブル・疑わしいケースの見極め → 教頭・校長への報告・相談

いじめ・重大事態の発生

学校と村いじめ防止対策委員会（教育委員会内）が連携して組織的に対応

【組織】 【重大事態】
校長，◎教頭，生徒指導主任，教務主任， １生命，心身又は財産に
研修主任，教育相談担当，道徳教育担当， 重大な被害が生じた疑
養護教諭，当該学年担任，スクールカウ いがある場合
ンセラー，外部有識者等 ２相当の期間を欠席する

ことを余儀なくされて
●対応方針の決定 重 いる疑いがある場合

い ・情報（いじめの状況，関係児童等）の整理 ※保護者からいじめられ
・児童，保護者への対応策の検討 大 て重大事態に至ったと

じ ・役割分担 申立があった場合
●問題解決のための支援・指導 事

め ・事実関係の聴取
・対応策の修正 態 村いじめ防止対策委員会

発 ・被害児童，加害児童，他児童への指導
・保護者への適切な情報提供（被害児童 発 【組織】教育委員会下に設置

生 保護者，加害児童保護者，学級の保護
者等） 生 ●調査部会による事実関

時 ・記録，報告書の作成 係の調査
●再発防止策・今後の指導方針の検討 時 ・被害児童，加害児童，
教育委員会等への報告 教職員等からの聴取

●調査結果の報告等
・被害児童及び保護者
への報告

職員朝会・職員会議等 ・教育委員会への報告
問題の共通理解，方針・対応策の周知徹底 ※場合に応じて町長が調
情報の共有，共通行動 査指示，又は県再調査

窓口

教頭
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（２）いじめの未然防止，早期発見にかかわる具体的な取組

（３）学校評価の実施

いじめ防止にかかわる方針や取組について，定期の学校評価の中に位置付けて実施する。

（４）いじめ防止を組織的に取り組むための確認事項

①指導方針及び「学校いじめ防止プログラム」「いじめ早期発見・事案対処マニュアル」の内容

について全職員が共通理解し，共通実践をする。

②職員会議等での情報交換を密にし，問題行動の未然防止としての予防的・積極的な生徒指導

を行い，早期発見，早期指導に努めるとともに機動的な指導体制で臨む。

③定期的に児童の実態についての情報交換，問題解決のための対策の検討を行い，全職員に情

報提供をする。

④緊急を要する問題や問題行動が発生した時は，プロジェクトチームを編成し，チームとして

対応策を検討すると共に，対策についての情報等を全職員に連絡し共通理解に努める。

子どもにかかわる取組内容等 保護者との連携・依頼内容等

●いじめを許さない学校・学級づくり ・日常的な情報交換（電話，
・人権尊重を基盤にした共感できる学級づくり 連絡帳，家庭訪問等）

●思いやりの心を育てる教育活動 ・携帯電話，インターネット，
未 ・思いやりの心を育てる道徳の授業の実施 ゲーム等の約束づくり

・代表委員会による問題解決の場づくり ・道徳の授業にかかわる通信
・生活目標への取組 での情報提供
・千歳平小の生活のきまりへの取組 ・あいさつの励行

然 ・情報モラルの指導

●「わかる・できる・楽しい」を実感できる授業 ・音読カードへの協力
づくり ・学校，学級通信，生徒指導

防 ・言語環境の整備 だより等での情報提供
・ＴＴ指導の充実 ・学年，学級懇談の活用
・個別指導の実施
・コミュニケーション能力の育成

止 ・学習規律の徹底
・話し合い，学び合いの場の工夫
・言語活動，体験活動の重視（地域の協力）
・授業における生徒指導の充実
・家庭学習習慣の確立

●情報の収集 ・日常的な情報交換（電話，
・日常観察 連絡帳，家庭訪問等）

早 ・日記や生活ノート，連絡帳の活用 ・持ち物等の紛失や増減チェ
・毎月のいじめアンケート及び教育相談の実施 ックの呼びかけ

期 （６月，１１月）
・保護者面談の実施（夏季休業中）

発 ・保健室（養護教諭）との情報交換

見 ●情報の整理と共有
・職員情報交換会の実施（職員朝会，職員会議，
終会）

・指導記録の保存
・教頭，校長への報告・相談
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◆共通実践まで◆

・職員朝会 報

・職員会議 告

・特支委員会 ・

相

・各学級担任，個人 ⇒ 担当者 ⇒ 談

４ いじめの未然防止のために

（１）いじめを許さない学校・学級づくり

（２）いじめの未然防止に向けての手立て

◆「いじめは違法行為」であることを理解させる

①学級経営を充実させる

・子どもに対する教師の受容的，共感的態度により，子ども一人一人のよさが発揮され，

互いを認め合う学級を作る。

②授業中における生徒指導の充実

・「自己決定」「自己存在感」「共感的人間関係」のある授業づくりをすすめる。

・「楽しい授業」「わかる授業」を通して子どもたちの学び合いを保証する。

③道徳

・いじめを題材として取り上げ，いじめを許さない信条を深める授業を工夫するとともに，

人権意識の高揚を図る。

④学級活動

・いじめを題材として取り上げ，いじめの未然防止や解決の手立てについて話し合う。

・学級内のコミュニケーションを活性化するため，構成的グループエンカウンター等の社会

性を育てるプログラムを活用する。

⑤学校行事

・子どもたちが挑戦することで，達成感や感動，人間関係の深化が得られる行事を企画し，

教 師 の 人 権 意 識
いじめを許さない
子どもを育てる
教育活動

いじめの早期発見・
早期対応に向けた
組織的・計画的取組

教育相談体制の充実

未然防止の取組の重要性 －いじめを許さない子どもを育てる－

・学校生活の中では，子ども同士のトラブルは，ある意味，日常的なものであるが，それ

をいじめへと発展させないように，未然防止を図ることが重要である。

・発生してから対応するのではなく，発生しにくい学校風土を作る考え方への転換が必要

である。本当に求められているのは，被害者を守るという意味だけの未然防止ではなく，

加害者にさせないという意味での未然防止策が求められている。

全
体
理
解

いじめ防止対策委員会

共
通
実
践
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実施する。

⑥児童会活動

・子どもが，自分たちの問題としていじめの予防と解決に取り組めるよう，児童会を勧める。

・「縦割り班」活動において，上級生は下級生に優しく接したり，下級生は上級生を敬った

り等，社会における上下関係での人との接し方を経験させる。

⑦ その他

・全校集会において生徒指導主任が，各学級においては学級担任がそれぞれ指導する。

・インターネットを介したいじめについて理解させ，情報モラル教育を行う。


